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今後の総括評価・継続審査の進め方等について 
 

令 和 ４ 年 １ ２ 月 

日本遺産審査・評価委員会 

 

１．背景 

（１）日本遺産事業とは 

平成 27 年３月に日本遺産（Japan Heritage）事業が創設 1され、令和２年６

月の認定をもって、全国 47 都道府県で 104 件が認定されている。日本遺産は、

地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーであり、

こうしたストーリーの下に有形・無形の文化財をパッケージ化し、総合的に整

備・活用するとともに、国内外に戦略的に発信することで、地域活性化・観光振

興にもつなげていくことを目的としている。 

事業創設当初は、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据

え、日本遺産地域が観光客の受け皿となるよう、日本各地にバランスよく存在す

ることが理想的であるとされるとともに、日本遺産としてのブランド力を保つ

ため、2020 年までに 100 件程度の認定件数を目指して、認定を進めてきた。ま

た、この 100件程度という認定方針については、ブランド力の維持・強化の観点

から、当面の間、堅持することとされている。 

こうした日本遺産事業については、認定地域に対して、認定後３年間を目途に

重点的な支援を実施し、認定地域の自立・自走化に向けた環境整備を促してきた

一方、同期間終了後、その取組状況に温度差があるなどの課題が見受けられたた

め、日本遺産全体の底上げを図り、ブランド力を強化していくため、令和３年度

より総括評価・継続審査及び候補地域の仕組みを導入している。 

 

（２）総括評価・継続審査の進め方等 

これまで２回にわたって総括評価・継続審査を進めてきた中、様々な課題が見

えてきたところ。これを受け、地域活性化計画等の内容面については、令和３年

12月に「日本遺産事業における課題や改善事項等」2をとりまとめ、各地域活性

化計画等の質の向上に努めている。 

 一方で、令和４年度においては、日本遺産審査・評価委員会（以下「委員会」

という。）における審議を経て、候補地域の認定はなしとなるなど、今後の総括

評価・継続審査の進め方等についての検討及び認定地域への事前の周知が必要

 
1 「日本遺産（Japan Heritage）事業について」（平成 27年３月 文化庁） 
2 「令和３年度の総括評価・継続審査を踏まえた地域活性化計画等の改善について」（令和

３年 12月 日本遺産審査・評価委員会） 
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な状況となっている。 

 こうした状況を踏まえ、委員会においては、今後の総括評価・継続審査の進め

方等について検討を行ってきたところ。ついては、以下のとおり進めていくこと

が適当である。 

 

 

２．総括評価・継続審査の進め方について 

（１）地域活性化計画の計画期間 

 現在、総括評価・継続審査にあたって、地域が作成する新たな地域活性化計画

については、計画期間は３年間となっている。 

 一方で、３年間である場合、計画期間中、１年目は総括評価・継続審査を受け、

３年目は次の総括評価・継続審査の準備を行うということになる。このため、実

際の事業の実施期間が短くなってしまうとともに、事業の進捗状況や目標の達

成状況が把握しにくいという懸念がある。 

 また、他の行政計画との整合性についても配慮する必要がある。例えば、文化

財保護法に基づく文化財保存活用地域計画については、市町村の総合計画等の

計画期間との整合性や地域の実情を踏まえつつ、概ね５年から 10年程度の期間

を設定することが望ましいとされている。歴史まちづくり法 3に基づく歴史的風

致維持向上計画についても、歴史的風致について集中的にその維持及び向上を

図ることを目的にしていることから、概ね５年から 10年程度の期間を設定する

ことが望ましいとされている。 

 ついては、１回目の総括評価・継続審査を受け、３年間の地域活性化計画に基

づく取組を実施した後は、６年間の地域活性化計画を策定してもらい、２回目以

降の総括評価・継続審査を受ける形とする。 

なお、計画期間中については、地域から毎年度実績を報告してもらい、委員会

事務局にて、地域活性化計画で定めた目標値等の進捗状況を確認するとともに、

必要に応じて、委員会への報告を行う。 

 

（２）現地調査の実施の有無 

１回目の総括評価・継続審査では、現地調査を行っているが、計画期間が３年

間と短いことから、２回目の総括評価・継続審査の際に現地調査を行っても、１

回目の総括評価・継続審査から大きな変化がないことが想定される。一方で、１

回目の総括評価・継続審査で再審査となった地域については、委員会からの指摘

事項を踏まえて修正した地域活性化計画を着実に実行できているかどうか、取

組状況のフォローアップを行うことが重要となる。 

 
3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成 20年法律第 40号） 
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このため、２回目の総括評価・継続審査を行う際、直前の総括評価・継続審査

で、認定継続となった地域（認定継続（条件付）の地域を除く。）については、

現地調査は行わず、書面での審査のみ行う。また、認定継続（条件付）となった

地域については、書面での審査に加え、現地調査を行うこととする。 

なお、３回目以降の総括評価・継続審査を行う際には、６年間の地域活性化計

画に基づく取組を実施した後の状況を見る観点から、現地調査を原則実施する。 

 

（３）再審査地域における中間検査の実施 

前述の２．（２）のとおり、２回目以降の総括評価・継続審査の後、計画期間

を６年間とした場合、特に、再審査となった地域については、取組状況の進捗確

認が重要となる。 

このため、２回目以降の総括評価・継続審査の際、認定継続（条件付）となっ

た地域については、計画期間の３年目に書面での中間検査を実施するとともに、

委員会からの求めに応じ、現地調査を行うことも可能とする。 

 

 

３．候補地域の取扱いについて 

（１）候補地域の日本遺産としての認定審査 

現在、候補地域については、総括評価の評価結果及び新たな地域活性化計画等

についての審査結果を踏まえて、日本遺産としての認定の可否を審査すること

とされている。その際、日本遺産として認定されなかった場合には、提出された

地域活性化計画を地域活性化準備計画とみなして、候補地域としての認定更新

の可否を審査することとなる。 

さらに、令和３年度認定の候補地域については、３年間の地域活性化準備計画

に基づく磨き上げを行った上で、令和３年度の総括評価・継続審査 4において、

認定継続（条件付）となった地域と相対評価を行い、上位の地域を日本遺産とす

ることとしている（令和６年度の総括評価・継続審査において、日本遺産の認定

件数が 100件程度を超える場合。）。 

ついては、候補地域が日本遺産としての認定審査を受けるにあたって提出す

る地域活性化計画の計画期間については、３年間とする（令和３年度認定の候補

地域であれば、令和５年度中に、令和６年度から８年度までを計画期間とした地

域活性化計画を提出。）。 

また、日本遺産としての認定を受けられず、候補地域のままである場合、翌年

度以降も、日本遺産としての認定審査を受けるかについては、地域の希望を聴取

 
4 「平成 27年度に認定された「日本遺産」の総括評価・継続審査について（再審査の結

果）」（令和４年１月 14日） 
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した上で、再度翌年度から３年間の地域活性化計画を提出してもらい、審査を実

施する。その際、相対評価の対象としては、総括評価・継続審査において、認定

継続（条件付）となった地域のうち、当該審査実施年度の前年度に地域活性化計

画の終了年度を迎える地域とする（例えば、令和７年度の総括評価・継続審査で

あれば、令和４年度の総括評価・継続審査 5において、再審査の後、認定継続（条

件付）となった地域。）。 

 

（２）候補地域としての認定更新 

 候補地域については、令和２年 12月の「中間とりまとめ」6にあるとおり、新

規認定の募集のプロセスによるものと、認定地域の認定の更新のプロセスによ

るものの２種類があり、令和４年 12月現在において、後者はまだ存在しない状

況 7である。 

 今後、日本遺産としての認定審査を実施していく中で、候補地域の認定更新の

取扱いについては、前者及び後者のいずれも、地域活性化準備計画に記載された

目標の達成状況及び事業の実施状況、新たな地域活性化準備計画の内容等の審

査に基づき、候補地域として認定を更新する。なお、認定更新の申請にあたって

は、地域活性化準備計画の計画期間中に行うものとする。 

 
5 「平成 28年度に認定された「日本遺産」の総括評価・継続審査について（再審査の結

果）」（令和４年 12月 16日） 
6 「「日本遺産（Japan Heritage）」事業の見直しについて（中間とりまとめ）」（令和２年

12 月 日本遺産フォローアップ委員会） 
7 現在の候補地域は、令和３年度認定の３件。 


